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港湾工事における「週休２日確保工事」実施要領 

 

１ 趣旨 

   本要領は、青森県県土整備部が発注する港湾工事において、「週休２日」及び「４週８ 

休」確保工事の経費補正や協議の方法等に関して必要な事項を定めるものである。 

なお、「県土整備部発注工事における「週休 2 日確保工事」実施要領」に準じる事項に 

ついては、整備企画課ホームページ HP を参照されたい。 

 

２ 対象工種区分 

対象工種区分は以下のとおりとする。 

・浚渫工事、構造物工事、海岸工事、防舷材・電気防食 

ただし積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種の間接 

工事費率を適用し、その判断基準は金額による。 

（例：舗装工事と防舷材・電気防食工事を合算し、舗装工事の直接工事費の方が大き 

ければ、諸経費は「舗装工事」を用いる。） 

 

３ 発注方式の分類 

（１） 発注者指定型 

「県土整備部発注工事における「週休 2 日確保工事」実施要領」に準じ、発注者が、 

「週休２日」及び「４週８休」に取り組むことを指定する発注方式であり、受注者は 

「週休２日」及び「４週８休」の確保に取り組まなければならない。 

     

（２） 受注者希望型 

    「県土整備部発注工事における「週休 2 日確保工事」実施要領」に準じ、受注者が、 

「週休２日」及び「４週８休」の確保に取り組むか否かを選択する発注方式であり、 

「週休２日」及び「４週８休」の確保に取り組む場合には、工事着手前に発注者と協 

議すること。 

 

４ 休日の評価 

・「休日」は、「現場閉所単位」を基本とする。なお、工事特性により「現場閉所単位」 

が困難と判断される場合には、技術者等の「個人単位」で確認することとし、適用す 

る確認方法は、受発注者協議の上決定するものとする。 

  ・「現場閉所単位」の「休日」の評価は、建設現場の「閉所」を確認することにより行 

う。 

・「個人単位」の「休日」の評価は、一部の例外（下記①、②参照）を除き施工体制 

台帳に記載された建設会社等の技術者等全員とし、各技術者等の従事期間に対し対象 

者毎に休日取得状況を確認するものとする。 

 



港湾工事における「週休２日確保工事」実施要領（２／７） 

①休日取得状況確認対象の例外について 

 測量等に関わる技術者等、交通誘導員、資材運搬等を行う運送業者等、安全監視船 

 の船員ほか建設業法によらない業者等 

②工事従事期間が連続して 1 週間程度以内の技術者等については、確認の対象としな 

い。 

・「休日」は、「土曜日」「日曜日」「祝休日」「夏季休暇（土曜日、日曜日、祝休日以外の 

 ８月の３日間）」「年末年始休暇（土曜日、日曜日、祝休日を含め６日）」とする。 

・「週休２日確保工事」においては、「休日の閉所を基本としつつ、やむを得ず休日に工 

 事した場合でも、適切な代休日を設定し閉所した工事」として、「週休２日」及び「４ 

週８休」について、労務単価等の補正とともに成績評定で評価する。 

  ・閉所日において、技術者や技能者（建設業法上の下請負契約に該当しない者は除く） 

が、品質確保や安全確保に係る軽微な作業、地域行事、現場見学会等の開催により、 

やむを得ず少数の出勤者が生じた場合でも、当該出勤者の出勤日について、「週休２日 

」もしくは「４週８休」が確保されていれば、閉所（休日を確保）したものとみな 

す。 

 

① 週休２日 

・「週休２日」とは、土曜日から金曜日まで又は月曜日から日曜日までを１週間とし、

それぞれの週について、その週に含まれる休日の日数分の閉所日または休日の取得

があることをいう。 

・工事着手日以降最初の土曜日から工事完了日直前の金曜日又は工事着手日以降の

最初の月曜日から工事完了日直前の日曜日までを評価対象とする。 

 

② ４週８休 

・「４週８休」とは、起算する土曜日から始まり４週目の金曜日までで終わる４週

間又は起算する月曜日から始まり４週目の日曜日までで終わる４週間を１期間目と

し、５週目の土曜日から８週目の金曜日又は５週目の月曜日から８週目の日曜日ま

でで終わる４週間を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工事完了日まで設け

たとき、それぞれの期間について、その期間に含まれる休日の日数分の閉所日また

は休日の取得があることをいう。 

・工事着手日を除いた最初の土曜日又は月曜日から 1 期間目を起算することとし、

工事完了日直前の 1 期間の末日となる金曜日又は日曜日までを評価対象とする。 

 

５ 休日の確認方法 

 （１）現場閉所単位の確認方法 

  ・土曜日又は月曜日の起算について、受発注者調整の上、協議にて決定する。 

  ・受注者は、土曜日から金曜日まで又は月曜日から日曜日を１週間とした「週間工程 

表」を工事着手日から工事完了日（後片付け含む）までの期間、提出する。 

  ・また、「週間工程表」には、前週の閉所の実績及び次週の閉所予定を記載する。 

  ・閉所日において、品質確保や安全確保に係る軽微な作業、地域行事、現場見学会の開 



催等により、少数の出勤者が生じた場合は、「週間工程表」に当該出勤者の氏名、出勤 

日、代休日を記載する。 

  ・監督職員は、週間工程表の前週の実績に記載された閉所日及び休日出勤者の代休の状 

況に基づき、「週休２日」又は「４週８休」を確認する。また、確認にあたっては、実 

績のみを確認するものとし、週間工程表における閉所予定と実績が異なっても差し支 

えない。 

  ・なお、「週休２日」及び「４週８休」の確認方法の詳細については、本要領の参考資料 

別添を参照のこと。 

 （２）個人単位の確認方法 

  ・土曜日又は月曜日の起算について、受発注者調整の上、協議にて決定する。 

  ・受注者は、「４ 休日の評価」の②に記載する 1 期間が完了する毎に速やかに当該工事 

の技術者等全員の休日取得状況を記した一覧（以下、「一覧」という。）を監督職員に 

提出する。 

・「休日」の確認にあたっては、各技術者等が当該工事に従事する期間を予め明らかに 

し、当該工事に従事する期間を対象に休日の取得状況を確認する。なお、従事する期 

間が変更となった際は、一覧の提出時に従事期間を修正の上、提出する。 

  ・「休日」の評価は、1 期間の中で最も休日取得できなかった技術者等の結果を採用する 

ものとし、最終的な評価は全工期を通じて最も休日取得できなかった期間の結果を採 

用する。 

   

６ 積算方法 

  （１）当初積算時における経費補正等 

発注者指定型の場合には４週８休以上の経費補正等を行い、受注者希望型の場合 

には経費補正等は行わない。 

 また、特記仕様書中「第２条 施工条件明示」－「1.工程関係」－「2.週休 2日 

の確保」において、該当する発注方式のチェック欄にチェックを入れ、工事費の経 

費補正等の有無を明確にする。 

  （２）精算変更時における経費補正等の見直し等 

ア 発注者指定型 

  ４週８休を確保した場合は、当初積算時の経費補正等を引き続き適用し、４週 

８休未満の場合は、当初積算時の補正分を減額変更するものとする。 

イ 受注者希望型 

４週８休以上が確保出来た場合は、労務単価等に下表の補正係数を乗じて、精 

算変更を行う。 

 ４週８休以上 ４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

労務単価 １．０５ － － 

機械経費（賃料） １．０４ － － 

共通仮設費率 １．０２ － － 

現場管理費率 １．０３ － － 
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・また、港湾工事市場単価を適用する場合は、下表のとおり市場単価を補正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省ＨＰ 「休日を確保した工事の労務単価等の補正について（令和 4 年

4 月 1 日以降入札公告する工事から適用）」より） 

 

７ 協議及び報告の方法 

  ・発注者指定型及び受注者希望型の受注者は、発注者に対して次のとおり協議及び報告 

を行うこと。 

（１） 施工計画書による協議 

・受注者は、工事着手日までに「週休２日」又は「４週８休」の確保を考慮した工 

程を検討の上、現場閉所日が確認できる施工計画書を作成し、「週休２日」又は 

「４週８休」を確保するために必要な工期及び工程について協議する。 

・なお、請負金額が１千万円未満の工事で発注者が施工計画書の提出を不用とした 

場合は、現場閉所日が確認できる工程表等により協議する。    

（２） 現場閉所日の確保状況に関する報告 

受注者は「週間工程表」により、現場閉所日の確保状況を報告すること。また、工 

事の完成時には工事打合簿（「県土整備部発注工事における「週休 2 日確保工事」 

実施要領」（別添）参照）により現場閉所日の実績を報告すること。 

 

８ 工事成績評定における評価と証明書の発行 

・発注者は、工事の完成時に工事打合簿（「県土整備部発注工事における「週休 2 日確 

保工事」実施要領」（別添）参照）の内容を確認し、「週休２日」及び「４週８休」 

の確保を確認した場合には、工事成績評定における「作業員の休日の確保」及び 

「適切な工程管理」等において適切な評価を行う。また、受注者に対して週休２日 

実施証明書を発行する。 

・なお、「週休２日」及び「４週８休」の確保を確認できない場合には、工事成績評定 

における評価や週休２日実施証明書の発行は行わない。 
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９ その他 

  ・発注者は、緊急性がある場合を除き、受注者に対して現場閉所日に作業が生じるよ 

うな指示を行ってはならない。 

   ・発注者は、増工を伴わない場合であっても、受注者から週休２日の確保に必要な工 

期の変更協議があり、協議内容が妥当と判断される場合には、工期の変更に応じる 

ものとする。 

   ・受注者は、４週８休以上が確保出来た場合の工事費の経費補正等を下請負契約にも 

反映させるものとする。 

・受注者は、発注者等が行う週休２日の確保に関する調査等に協力するものとする。 

 

１０ 附則 

この要領は、令和２年４月１０日以降公告又は指名通知となる工事から適用する。 

この要領は、令和２年１０月１日以降公告又は指名通知となる工事から適用する。 

この要領は、令和３年１０月１日以降公告又は指名通知となる工事から適用する。 

この要領は、令和４年１０月１日以降公告又は指名通知となる工事から適用する。 
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